
プレスリリース

平成１９年３月１日
九 州 農 政 局

宮崎県における鳥インフルエンザ発生に伴う小売店舗における
鶏卵・鶏肉の不適切な表示に関する調査状況について

（１月１２日～２月２８日までの調査結果）

１月１２日から２月２８日までの間、９，７００店舗の調査を行い不適切な表示が見ら
れた１１９店舗に対して撤去・修正を要請しました。その結果、全ての店舗で撤去・修正
が図られました。

なお、前回公表以降２月１９日～２月２８日の間に６９２店舗の調査を行った結果、不
適切な表示をした店舗はありませんでした。

(2月28日現在）
２月19日～２月28日分 １月１２日～２月２８日分までの累計

うち、 うち、

不適切 不適切 うち、 うち、 うち、県 名 調 査
店舗数 店舗数 撤去・修 拒 否 し 対応中等店 舗 数 調 査

正等をし た店舗 （本部と店 舗 数
た店舗数 数 相談中）

の店舗

数

福 岡 １８６ ０ ２，４５８ ２５ ２５ ０ ０
佐 賀 １０２ ０ １，０５７ ４ ４ ０ ０
長 崎 ７０ ０ ９５９ ３ ３ ０ ０
熊 本 １２４ ０ １，３２６ １０ １０ ０ ０
大 分 ５６ ０ １，４８８ １６ １６ ０ ０
宮 崎 ８５ ０ １，３０２ ５１ ５１ ０ ０
鹿児島 ６９ ０ １，１１０ １０ １０ ０ ０

合 計 ６９２ ０ ９，７００ １１９ １１９ ０ ０
(100.0%) (0.0%) (100.0%) (1.2%) (1.2%) (0.0) (0.0)

３月１日午前０時をもって、今回の高病原性鳥インフルエンザの発生地域において移動
制限区域等の解除がされたことから、緊急的に実施した本調査は終了します。
今後は、引き続き、通常の小売店舗に対する表示状況調査等において、不適切な表示が

あった場合に撤去等の是正要請を行うこととします。

鶏卵、鶏肉を食べることにより、鳥インフルエンザウィルスが人に感染することは
世界的にも報告されていません。

問い合わせ先
九州農政局消費・安全部表示・規格課
担当：村上（4522 、樫本(4521)）
電話：０９６－３５３－３５６１（代表）

０９６－３５３－７５９５（直通）


